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【問合先】市民生活課介護保険係☎②3611

〔表1〕

〔表2〕

介護保険料を年金から納めている方 市が発送する納付書で
介護保険料を納めている方

　29年度の介護保険料は6月に世帯の所得状況が確
定した後、表1の区分で年間の保険料を決定します。
　このため、介護保険料を年金の引き去りで納めて
いる方は、表2のとおり4月から8月までは仮徴収と
し、保険料が確定した後の10月以降は本徴収で年金
から引き去ります。
　なお、年間保険料は7月中旬に決定
通知書を郵送しお知らせ
します。

　7月中旬に納付書を発送しますので、納期（7月～
翌年2月の全8回）ごとに納めてください。
　口座振替をご希望の場合は、預貯金通帳とその通
帳に使用している印かんを持参の上、金融機関また
は郵便局で手続きしてください。
　40歳以上64歳までの方の保険料は、加入してい
る健康保険によって異なりますので、各健康保険へ
お問い合わせください。
　昨年9月までに65歳を迎えた方や三笠市に転入し
た方は、4月の年金から引き去りを開始します。表1
の年間保険料を6等分し100円未満を切り捨てた額
が仮徴収されます。対象となる方には、4月上旬に仮
徴収の通知を送付しますのでご確認ください。

29年度介護保険料
所得段階 対　象　者 年間保険料

第1段階
生活保護受給者。世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者および課税年
金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

27,300円

第2段階
世帯の全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を
超え120万円以下の方

45,400円

第3段階
世帯の全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を
超える方

45,400円

第4段階
世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で課税年金収
入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

54,500円

第5段階
世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で課税年金収
入と合計所得金額の合計が80万円を超える方

60,600円

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 72,700円

第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 78,800円

第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 90,900円

第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上の方 103,100円

年金からの引き去り方法

29年度仮徴収

平成29年  4月
原則、29年2月の保険料と同額を仮徴収として年金から引き去りま
す。（※）

29年  6月

29年  8月

29年度本徴収

平成29年10月

年間保険料が決定した後に、残りの保険料を年金から引き去ります。29年12月

30年  2月
※6月と8月の仮徴収額は、年金から引き去りされる保険料の金額を均等にするため、2月の引き去り額と違
う場合がありますのでご了承ください。

介護保険料のお知らせ
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◆
納
税
義
務
者
と
は
？

　

土
地
、家
屋
お
よ
び
償
却
資
産
の
所
有
者
と

し
て
、固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
で
す
。

　

た
だ
し
、所
有
し
て
い
る
方
が
賦
課
期
日
前

に
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、賦
課
期
日
現
在
で

そ
の
土
地
、家
屋
を
現
に
所
有
し
て
い
る
人
が

納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

◆
税
額
は
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る
の
？

　

固
定
資
産
の
価
格
か
ら
決
定
し
た
課
税
標
準

額
に
税
率
１
．75
％
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、同
一
人
が
所
有
す
る
市
内
の
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
標
準
額
が

次
の
金
額
に
満
た
な
い
場
合
、固
定
資
産
税
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
土　
　

地	

…
…
…
…
…
…
…
…
…
30
万
円 

▼
家　
　

屋	

…
…
…
…
…
…
…
…
…
20
万
円 

▼
償
却
資
産	

…
…
…
…
…
…
…
１
５
０
万
円

◆
車
庫
や
物
置
に
も
税
金
が
掛
か
る
の
？

　

屋
根
が
あ
り
、周
囲
の
四
方
向
す
べ
て
が
壁
、

ま
た
は
三
方
向
が
壁
と
な
っ
て
い
る
建
物
は
、

ほ
と
ん
ど
が
固
定
資
産
税
の
課
税
の
対
象
と
な

る
家
屋
に
該
当
し
ま
す
。

　

家
屋
と
し
て
認
定
さ
れ
れ
ば
、車
庫
や
物
置

で
も
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
る
の
？

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は「
滅
失
届
」を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。現
地
を
確
認
し
て
翌
年

度
の
課
税
の
対
象
か
ら
除
き
ま
す
。登
記
さ
れ

て
い
る
家
屋
の
場
合
は
、法
務
局
で
滅
失
登
記

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
の
手
続
き

は
？

　

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、相
続
登
記
が

完
了
す
る
ま
で
の
間
、相
続
人
の
代
表
者
を
定

め
て「
相
続
人
代
表
者
指
定
届
」を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
所
有
者
に
代
わ
っ
て
税
金
の
管
理
を
す
る

と
き
は
？

　

納
税
通
知
書
の
管
理
を
す
る
方
を
定
め
る

場
合
は「
納
税
管
理
人
届
」を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
口
座
振
替
で
納
税
し
て
い
る
場
合
は
、口
座

振
替
の
変
更
の
手
続
き
も
併
せ
て
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
現
在
で
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

29
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を
次
の
と

お
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

　

こ
の
縦
覧
制
度
は
、固
定
資
産
税
の
納
税
者

が
ほ
か
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
を
閲
覧
す
る

こ
と
で
、課
税
が
適
正
で
あ
る
か
判
断
す
る
た

め
の
制
度
で
す
。

【
縦
覧
で
き
る
内
容
】

▼
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、地
番
、地

目
、地
積
、価
格

▼
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、家
屋
番
号
、

構
造
、種
類
、床
面
積
、価
格

※
所
有
者
の
住
所
、氏
名
な
ど
の
所
有
者
情
報

を
縦
覧
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
期
間
】４
月
３
日
㈪
～
５
月
１
日
㈪
／
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を

除
く
）

【
場
所
】税
務
財
政
課
市
税
係

【
対
象
】三
笠
市
の
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者

※
土
地
の
み
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
家
屋
の
み
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
縦
覧
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
、本
人
確
認

で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。代
理
の

場
合
は
、納
税
義
務
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要

で
す
。

　

市
で
は
年
に
一
度
、市
内
の
家
屋
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、課
税
誤
り
を
防
止
す
る
た

め
、次
の
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
住
宅
を
新
築
・
増
築
し
た
場
合

▼
車
庫
や
物
置
を
新
た
に
建
て
た
場
合

▼
建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合

※
登
記
物
件
は「
滅
失
登
記
」が
必
要
で
す
。

【
登
記
に
関
す
る
届
出
先
】札
幌
法
務
局
岩
見

沢
支
局（
岩
見
沢
市
有
明
町
南
１
‐
12
）☎
０
１

２
６
‐
22
‐
０
６
１
９

固
定
資
産
税
評
価
額
の
縦
覧

固
定
資
産
税
の
届
け
出

固
定
資
産
税
の
Ｑ
＆
Ａ

【
問
合
先
】税
務
財
政
課
市
税
係
☎
②
３
１
８
６

固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ


